
■計画の趣旨■ 

 本市では，平成 19 年 3 月に「常総市男女共同参画推進条例」を制定し，平成 20 年度に見直した

「常総市男女共同参画計画（改訂版）」を指針に，男女共同参画社会の実現を目指して，市，市民及び事

業者が一体となり，男女共同参画の推進に取り組んでまいりました。 

  しかし，仕事と家事・育児・介護等の両立が依然として難しいなど，様々な分野において解決す

べき課題が残されています。 

  このような現状を踏まえ，男女共同参画社会の実現を推進できる施策の基本的方向性を示す指針とし

て本計画を策定するものです。 
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■計画の視点と位置づけ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○計画関係図 

  

      

 

       男女共同参画社会基本法 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

１ 男女それぞれの市民が自分らしく行動するため 

２ 市民がお互いに支えあう住みよいまちにするため 

３ 市民と行政の協働による魅力あるまちづくりを実現する 

ため 

 

家庭，地域，働く場，教育の場，国際社会の５つの視点を持ち

施策を推進します。 

常総市男女共同参画推進条例 
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県 

常総市 



基本目標Ⅰ 

一人ひとりを大切にする 
男女平等の意識づくり 

•家族を思いやる意識づくり 

 

•地域で分かち合う意識づく
り 

 

•働く場で助け合う意識づく
り 

 

•教育の場で育ち合う意識づ
くり 

 

•国際的視野を身につける意
識づくり 

 基本目標Ⅱ 

いろいろな生き方ができる
男女共同参画の環境づくり 

•家庭で進める環境づくり 

 

•地域で進める環境づくり 

 

•働く場で進める環境づくり 

 

•教育の場で進める環境づく
り 

 

•国際社会で進める環境づく
り 

基本目標Ⅲ 

お互いに支えあうための 
土台づくり 

•健やかなこころとからだを
保つ土台づくり 

 

•すべての人が安らかに暮ら
せる土台づくり 

 

○前期実施計画 平成 26 年度～平成 30 年度（5 年間） 

 ○後期実施計画 平成 31 年度～平成 35 年度（5 年間） 

■計画の期間■ 

計画の期間 
 

平成 26年度から平成 35年度までの 10年間とします。 

また，実施事業については 5年後の平成 30年度に見直しを行うこととします。 

 

 

 

 

■前期計画の内容■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民との協働 

○家庭，地域，職場，学校で男女がお互いの人権を尊重し，目的を共有する。 

○計画の周知と意思決定過程における市民との連携を図る。 

事業者との連携 

○男女共同参画に関する理解と，仕事と子育て等の家庭生活が両立できる体制
を充実させる。 

○男女共同参画を推進する職場環境づくりの取り組みへの促進を図る。 

市の推進体制 

○常総市男女共同参画推進審議会・庁内の推進本部・推進委員会を運営し，施
策等の進捗状況の確認などを実施する。 

○男女共同参画社会の実現に向けて効率的に推進するため，近隣市町村との連
携を更に強化充実させる。  

男女共同参画社会の実現を目指して 3つの基本目標を掲げ施策推進 

■計画の推進■ 

 



 

■実施事業についての目標値■ 

項  目 
前回の調査 

（Ｈ20年度） 

現況値 

（Ｈ25年度） 

目標の 

方向 

目標値 

Ｈ30まで Ｈ35まで 

「常総市男女共同参画推進条例」の認知度 － 38.1％ 
 

 
45.0％ 50.0％ 

市民意識調査の結果において，「家庭の中では平

等」と答えている人 
39.2％ 39.3％ 

 

 
45.0％ 50.0％ 

「夫は外で働き，妻は家庭を守るべき」との考え

方に反対と答える人 
   － 30.1％ 

 

 
40.0％ 50.0％ 

審議会等への女性委員比率 18.8％ 26.3％ 
 

35.0％ 37.0％ 

女性が仕事を続けることの障害は「家事や育児，

介護との両立が難しいこと」と答えない人 
58.37％ 60.9％ 

 

 
65.0％ 70.0％ 

健康づくり・管理を推進するため食生活改善推進

員の男性会員加入者数 
－ 0％ 

 
3.0％ 5.0％ 

 

 

 

 

 

 

常総市男女共同参画推進条例（前文）平成 19年 3月 

                             条例第６号 

   （前略）私たちは，豊かな自然の中で，よき伝統は文化としてはぐくみ，地域の特性を 

生かし，安心して生き生きと暮らすことのできる常総市を目指して，市，市民及び事業 

者が一体となって男女共同参画の推進に取り組むことを決意し，この条例を制定する。 

 

 

 

 

 

 

第２次常総市男女共同参画計画 概要版 

平成 26 年 3 月 
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第 2次常総市男女共同参画計画 概要版 

平成 26年度～35年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


